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経

※「財源内訳」について

学校司書（臨時的任用職員）が、校長の方針に基づき、主に次の学校図書館業務を行う。
・図書の整理　・図書及び図書館活用の情報宣伝　・図書館利用授業の補助　・図書の貸し出しの補助。
実施方法
・学校司書が週５日、１日４時間、学校図書館に常駐し業務を行う。

中学校は、平成6年度から配置を開始し、現在は中学校全校に各1人（計15人）配置している。
小学校は、平成23年度から配置を開始し、配置校数を拡大している。平成27年度は小学校11校に、平成28年度は小学校15校に配置している。
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関連・類似事業
学校図書館法

部課コード 820100 ℡

法定受託＋附加

事業コード
学校司書配置事業（小・中学校）

平成 28 年度事務事業評価表（一般用）　　　　　
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事業の種別

学校教育節

自治事務 法定受託事務

事業開始の背景

分野別計画・指針

小・中学校の学校図書館において、図書の整理整頓、増加する図書館利用生徒への対応、生徒の読書に対する意欲の向上、図書館を活用した
授業の増加など、学校図書館の円滑な管理・運営と一層の充実を図るため、図書館担当の補助として人員の配置が必要となった。
中学校は平成6年度から配置を開始、小学校は平成23年度から配置を開始。

総合計画の体系 章 教育・文化・スポーツ 豊かな心の育成
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事業の具体的な内容及び実施方法

平成 26 年度対象（誰を、何を対象としているのか）
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（非常勤特別職員）　　　　（臨時的任用職員）

学校司書配置校の児童生徒数　※各年度5月1日現在
（平成26年度は小学校5校・中学校15校、平成27年度は小学校11校・中学校15校） 平成
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学校図書館の円滑な管理、運営と一層の充実を図る。
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事業費合計

正規職員人件費 0.30 人

小学校図書室の１日平均利
用人数

１校の平均（所沢小学校は学校司書が
配置されている高学年図書室）

69

どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています
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項目名 項目説明

活動実績

小学校図書室の貸し出し冊
数

学校司書配置小学校の１年間の貸出冊
数

％ 達成率 107 46

　 項目名 項目説明

成果指標
利用しやすい図書室になっ
たかどうか

継続

・学校司書を中学校15校に15人、小学校23校に15人配置し、学校図書館での業務を
行っている。
・学校司書の資質向上のための研修会を年間３回行う。

150

実 績 161 69

学校司書配置小学校の１日の平均利用
人数

目標達成状況
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事業実施方法
(複数選択可）

終了

次年度予算

理由 学校図書館の整備や貸し出しが進み、授業での活用も進んでいるため。

現状
維持

理由
学校図書館の充実に効果をあげていることから、学校司書を増員していくた
め。

拡大 縮小

(2)今後の方向性
・中学校のほかにも、児童数の多い大規模な小学校において、学校図書館の
円滑な管理・運営と一層の充実を図るためには学校司書の配置が必要であ
る。
・改正学校図書館法の趣旨を踏まえ、小学校への全校配置を目指していく。
・学校司書の資質向上のための研修会を充実させる。

・学校図書館法の改正（平成27年4月1日施行）により、同法に定める「学校司書」をこの
職に充てることとして、平成27年度から職名変更を行った。　（旧称：「学校図書館司書
補助員」）
・小学校の学校司書を3人増員し、ひとり2校を受け持つこととして、新たに6校に配置し
た。

(1)平成27年度中に改善した点（改善内容・その結果について記載してください） (2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析

学校司書の配置により、利用しやすい学校図書館への環境は整ってきている
ものの、授業などの機会に児童生徒に利用させる手段が十分ではない学校
もある。
今後は授業での活用も一層進め、児童生徒に図書館の利用を促していく必
要がある。

(1)平成２８年度に取り組んでいる状況

改善・
効率化

学校教育課長　堺　俊彦評価日 H28.8.19 評価者職氏名
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有益な
環境影響

有害な環境影響
を及ぼす原因活動

無

無
事務文書の作成

規制を受ける環境法令等

緊急事態

・学校司書の資質向上のための研修会を充実させる。


